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上越市規則第２２号 

上越市漁港管理条例施行規則及び上越市自然環境保全条例施行規則の一部を改正する

規則 

 （上越市漁港管理条例施行規則の一部改正） 

第１条 上越市漁港管理条例施行規則（昭和６０年上越市規則第３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１４条第１号中「漁港漁場整備法施行規則」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律

施行規則」に改める。 

第１５条から第１７条までの規定中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関

する法律」に改める。 

（上越市自然環境保全条例施行規則の一部改正） 

第２条 上越市自然環境保全条例施行規則（平成２０年上越市規則第３５号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１及び別表第２中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」

に、「第４０条」を「第６６条」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


